
はじめに

　日本には、どのぐらいの数の法律が存在するかご存じですか？　現
在、日本には約 2000の法律があります。また、その 2000の法律の
それぞれに、数十、数百の条文が定められています。自治体法務に必
要な法律知識は、法律全体からみれば一部ですが、それでも私たちが
仕事をするうえでは、多くの法律の問題に直面し、特に法律を読むこ
とに不慣れな時期は、戸惑うことも多いでしょう。
　法務は、苦手……という方は少なくないですし、法務なんて知らな
くても仕事はできる、うちの上司も法務なんて知らないよ、なんて声
を聞くこともあります。かくいう私も、公務員になって４年目くらい
に法務を学び始めたのですが、わからないことばかりで、「もういいや」
と投げ出したくなったこともありました。そのうえ、当時は子どもが
小さく、外部研修に参加することもままならず、自学しようにも、仕
事が終わってからは、家事や育児に追われる日々を過ごしていました。

　しかし、どんな環境であっても、私たち公務員にとって法務は、触
れない日など一日もないほど、とても身近なものです。
　たとえば、私たちの任用は、地方公務員法によって行われています
し、すべての事務の基本は、地方自治法です。そして、税、環境、道
路、福祉など分野ごとの個別法もあり、さらに、民法などの一般法も
適用されますから、日々、法律をもとに仕事をしていることになりま
す。つまり、私たちの仕事はすべて、法務であると言っても過言では
ありません。それなのに、法務を知らずに漫然と仕事をするのは、教
習所にも行かずに、いきなり道路で車を運転するようなもので、とて
も危険です。そんな危険運転で、もし事故を起こしてしまったら、事
情によっては、公務員個人が賠償責任を問われてしまうリスクもあり
ますから、私たち自身に実害が起きてしまう可能性さえもあります。
　トラブルに巻き込まれないためにも、まずは、基礎的な法知識を身
につけて、安心して働くことができるようにしたいものです。
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　また、係長職になると、例規改正や契約事務のチェックをはじめ、
クレームの二次対応など、係員のときとは職務や求められるスキルも
違ってきます。
　そこで、そうした職務の変化に不安なく適応できるよう、いろんな
場面で役に立つ法知識をまとめてみました。業務においても若い頃と
違って、「知っていて当たり前の知識」のレベルも高度なものを求め
られるようになりますが、まずは本書で基本を固めることで、日々の
仕事に自信をもって取り組むことができるようになります。
　私も法務の基礎を学んだおかげで、今は、仕事上、法務にまつわる
トラブルに巻き込まれることなく働くことができるようになり、部下
からも「係長がいると、安心感が半端ない」と言ってもらえるように
なりました。皆さんにも、本書を通して、法務の基礎と実践に役立つ
法知識を得ていただき、法務に対する苦手意識を克服していただけれ
ば嬉しいです。

　私は、2014年に誰でも気軽に法務を学べるようお昼休みの自主勉
強会「法務 deランチ」の活動を始めたのですが、本書では、「法務
deランチ」で講師を務める弁護士 3人の協力のもと、法律一般に共
通する学び方、読み方のポイントや、法律を読むに当たって覚えてお
くべき法律用語の解説などを盛り込んだほか、応用知識を養うために
書籍上で「法務 deランチ」を開催しています。どこから読んでもい
いような構成にしてありますので、スキマ時間に、気になるところか
ら読み進めてみてください。
　皆さんの職場でも「法務 deランチ」を開催し、ともに学んでいた
だければ幸いです。

2023年３月
阿部のり子
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苦手意識は誰にでもある

　法律を調べたり学んだりするのに、苦手意識をもつ理由はさまざま
あると思います。①そもそも法律用語が難解、②文言が抽象的で何を
言っているかわからない、③条文の構造が複雑、④条文の表現からは
読み取れないような解釈がなされることがある……など、枚挙に暇が
ありませんよね。安心してください、それは、みんな同じなのです。
　司法試験に合格して弁護士になった人でさえも、大学の法学部に入
学し、講義を聞いたり教科書を読んだりし始めたころは、ほとんど理
解できず、同じ日本語なのに外国語を聞いたり読んだりしているよう
な感覚だったといいますから、私たちが苦手意識をもつのは自然なこ
とです。しかし、この本を手に取ってくださったからには、なんとか
克服したいところでしょう。そこで、この 4つの苦手意識の解決策を、
それぞれご提案します。

① 難解な法律用語→はじめて学ぶ外国語と同じように
　はじめて外国語に触れたときのことを思い出してください。たとえ
ば、日本語の吹き替えや字幕なしで外国の映画やドラマを観ると、は
じめは、何を言っているのか全くわからなかったとしても、少しずつ
断片的に聞き取れる部分が出てきたり、前後の文脈から理解できるこ
とが多くなったりするものです。
　法令の条文なども、外国語と同様に考えた方がよいでしょう。日本
語なので「読めば意味は理解できるはず」と思い込んでしまいますが、
法律用語は、私たちが日常生活の中で使う言葉とは全く違う意味を
もっていることが多いのです。

法律が苦手でも大丈夫！
4つの苦手意識克服法

1-3
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　たとえば、民法などでよく出てくる「善意」「悪意」という言葉が
あります。日常生活の中では、「善意」とは、（倫理的な意味で）善い
意思という意味で使われますが、法律用語としての「善意」は「ある
事実を知らないこと」、「悪意」はこれとは逆に「ある事実を知ってい
ること」を意味する言葉です。
　外国語を学ぶときには辞典を使うと思いますが、法律について学ぶ
際も同じように、法律用語辞典を傍らに置くと便利です。

② 抽象的な文言→条文の適用される事例を念頭に
　法令の条文は、多かれ少なかれ抽象的であることが普通です。それ
は、法令が特定の人や特定の事案にだけ適用されることを前提とした
のでは「狙い撃ち」になり、公平に反するからです（このような意味
で、憲法 41条の「立法」とは、「一般的・抽象的法規範の制定」と
理解されています）。
　とはいえ、抽象的な条文も、当然ながら、その適用される場面や事
例が想定されています。そうした具体的な場面や事例を頭に入れてお
くと、イメージしやすくなります。
　たとえば、消費者保護のための法律である特定商取引に関する法律
の中に「連鎖販売取引」（同法 33条）というものがあります。条文
をただ読んだだけでは何のことかわかりませんが、具体的にはいわゆ
る「マルチ商法」「ネットワークビジネス」など、商品やサービスを
買わせるために、「友達を誘って会員にすれば紹介料を差し上げます」
などと言って次々に転売していく商法を指します。
　このようなことを具体的にイメージできるようになると、条文の内
容を理解しやすくなるので、解説書を選ぶときは、具体的事例の説明
が多いものを選ぶとよいでしょう。

③ 複雑な条文構造→条文構造がわかれば素早く読める！
　主要な法律の多くは、条文が多いため、章が設けられ、テーマごと
に条文が並べられています。学びたい条文がどの章にあるか、その章
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さて、住宅政策課のAさんが業務の中で困り事があるそうなの
で、今回はそれを検討してみよう。Aさん、簡単に説明しても
らえる？

はい。私が担当している市営住宅の業務で、入居者の Xさんが
賃料の支払を滞らせ、何度連絡しても「待ってくれ。」の一点
張り。そんな状況で、Xさんが不慮の事故で亡くなってしまっ
たんです。亡くなったことは残念ですが、未払賃料を回収する
手立てを考えています。これが使用許可書と契約書のコピーで
して……。

 えーと、「保証人」がいますね？　契約で保証人は必ずつけて
もらいますもんね。

はい。親戚の方が保証人でした。保証人の方に連絡しようと思っ
たのですが、実は担当になって日が浅くて。保証人に請求でき
るのがどんな場合かよくわかっていないんです。

じゃあまず、「保証契約」の基本的なところだね。確認だけど、 
「債権」とはどんなものかな？

えーと、お金などを請求する権利のことかと。

先輩

後輩A

後輩B

後輩A

先輩

後輩A

滞納問題に相続が絡む複雑な請求は
どうする？

3-6
民法

債権管理における「保証」とは？
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正確に言うと、契約など法的な原因で発生する、特定の義務者
に一定の給付を請求する法的な権利を「債権」という。契約以
外の債権の発生原因は、「不法行為」「事務管理」「不当利得」
だけど、代表的なのは「契約」、つまり当事者の意思の合致で
成立する法律行為のことだね。たとえば、売買契約は「売りたい」
「買いたい」意思の合致で成立し、これで売主には買主に「代
金を支払え」と請求できる債権が発生し、買主には売主に「商
品を引き渡せ」と請求できる債権が発生する。さて、今回の事
案で K市と Xさんの間で成立している契約は何かな？

 実質的には「賃貸借契約」ではないでしょうか？

その通り。今回の事案なら、当市（K市）が貸主として、市営
住宅を借主（Xさん）に使用させ、借主が対価の賃料を支払う
契約が成立している。K 市はＸさんに「賃料を支払え」という
請求をする債権（賃料債権）を、Xさんは K市に「市営住宅を
使わせろ」という請求をする債権（使用請求権）をもっている。
では、この契約書に記載された「保証人」と K市との関係はど
うなる？

保証人は、貸主が借主に請求しても支払がない場合に、借主の
代わりに賃料を支払わなければならない立場に立つのではない
でしょうか。

今回はその回答だと少し不正確。Aさん、契約書の保証の条項
に何と書いてあるか読んでみて。

えー、「保証人は、借主と連帯して、本契約の債務を履行する
責任を負う。」となっています。

先輩

後輩B

先輩

後輩C

先輩

後輩A
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1
 債権とは

① 定義 

　　『債権』…契約等の原因によって発生する、特定の人（債
権者）が特定の義務者（債務者）に対し、一定の給付（金
銭の支払い、物の引渡し、役務の提供など）を請求する権利。
　　『債務』…債権に対する概念で、一定の権利者に対して、
一定の給付を行う義務。

　※ 債権の発生原因は、「契約」（民法 521条～ 696条）、「不
法行為」（民法 709条～ 724条の 2）、「事務管理」（民
法697条～702条）、「不当利得」（民法703条～708条）。

② 多数当事者の債権・債務 

　　『連帯債務』…複数の債務者が同一内容の給付について、
それぞれ独立に債権者に対して全部の給付をする債務を負
い、一人が弁済すれば他の債務者も債務を免れる債務（民
法 432条～ 435条の 2）。
　　『保証債務』…A（主債務者）が B（債権者）に対して
債務（主債務）を負っている場合に、C（保証人）と Bの
間の契約で、Cが Aに代わって Aの債務を履行をする旨
の債務を負担した場合の、Cの債務（民法446条～465条）。
「催告の抗弁権」（民法 452条）・「検索の抗弁権」（民法
453条）があり、その責任は二次的（保証債務の補充性）。
　　『連帯保証債務』…『保証債務』のうち、「催告の抗弁権」・
「検索の抗弁権」のない保証債務（民法 454条）。

自治体における債権管理
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2
 債権・債務の承継

① 相続による債権・債務の承継 

　　債権・債務（一身専属権を除く）は、債権者・債務者の
死亡によって、相続人が承継する（民法 896条）。
② 法定相続人
　ルール❶　配偶者（夫や妻）は常に相続人（民法 890条）。
　ルール❷　 実子・養子がいれば、相続人となる（民法 887

条 1項）。
　ルール❸　 子どもがいない場合、直系尊属（父母等）が相

続人となる（民法 889条 1項 1号）。
　ルール❹　 子ども、直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相

続人となる（民法 889条 1項 2号）。
　ルール❺　 相続人になり得る子や兄弟姉妹が被相続人より

前に死亡した場合、その子や兄弟姉妹の子ども
（被相続人からみれば孫や甥・姪）がいれば、
本来の相続人の代わりに相続人になる（代襲相
続。民法 887条 2項、889条 2項）。

③ 法定相続分 

　　相続人の構成に応じて以下のような割合となる（民法
900条）。
　　❶　配偶者　1/2　子ども　1/2

　　❷　配偶者　2/3　直系尊属　1/3

　　❸　配偶者　3/4　兄弟姉妹　1/4

　※ 同順位の相続人が複数いる場合は、同順位の相続人の全
体の相続分を等しい割合で取得。
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